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津市告示第２８０号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年芸濃町告示第１４１号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。  
  平成１８年６月１日  

津市長 松 田 直 久   
１ 届出者  
  河内下自治会  
  三重県津市芸濃町河内 282 番地 1 
   代表者 松 井 靖 弘  
２ 変更に係る事項  

⑴ 地縁による団体の区域  

変更前  

本会の区域は、安芸郡芸濃町河内 362 番地から 320 番地、329

番地、285 番地、122 番地、106 番地、55 番地、490 番地 1、

201 番地 1、214 番地、222 番地、238 番地 2、273 番地までの

区域とする。 

変更後  

本会の区域は、津市芸濃町河内 362 番地から 320 番地、329

番地、285 番地、122 番地、106 番地、55 番地、490 番地 1、

201 番地 1、214 番地、222 番地、238 番地 2、273 番地までの

区域とする。 

⑵ 事務所の所在地  

変更前  三重県安芸郡芸濃町河内 282 番地 1 

変更後  三重県津市芸濃町河内 282 番地 1 

⑶ 代表者の住所  

変更前  三重県安芸郡芸濃町河内 106 番地 

変更後  三重県津市芸濃町河内 106 番地 

３ 変更の理由及び年月日  
地縁による団体の事務所の所在地及び区域が、市町村合併により平成１８

年１月１日に表示変更になったため  
（平成１８年６月１日 掲示済）  

 



津市告示第２８１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年安濃町告示第５号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。  
  平成１８年６月１日  

 
津市長  松 田 直 久  

１ 届出者  
  清水地区自治会  
  三重県津市安濃町清水１１２３番地  
   代表者 築原克見  
２ 変更に係る事項  

(1) 地縁による団体の区域   

 

変更前  
安濃町大字清水 1 番地から 1369 番地までの区域とする。

ただし、住宅団地が造成され、現に自治会が形成されて

いる地域を除く。  

変更後  
安濃町清水 1 番地から 1369 番地までの区域とする。ただ

し、住宅団地が造成され、現に自治会が形成されている

地域を除く。  

 
 
 
 
 

   
(2) 事務所の所在地  

変更前  三重県安芸郡安濃町大字清水 1123 番地  

変更後  三重県津市安濃町清水 1123 番地  

(3) 代表者の住所  

変更前  三重県安芸郡安濃町大字清水 339 番地  

変更後  三重県津市安濃町清水 339 番地   

３ 変更の理由及び年月日  
地縁による団体の事務所の所在地や区域及び代表者の住所が、市町村合併

により平成１８年１月１日に住所の表示が変更になったため。  
（平成１８年６月１日 掲示済）  



津市告示第２８２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年６月１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅 久居駅（放置禁止区域）  
２ 撤去した年月日 平成１８年６月１日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年６月１日 掲示済）  

 



津市告示第２８３号  
 地方自治法 (昭和２２年法律第６７号 ) 第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成６年一志町告示第１９号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。  
  平成１８年６月２日  
                      津市長 松 田 直 久  
１ 届出者  
  遠河自治会  
  三重県津市一志町波瀬２３２３番地３  
   代表者 中 川 一 益  
２ 変更に係る事項  
 ⑴ 地縁による団体の区域  

 
変更前  

 

会の区域は、三重県一志郡一志町大字波瀬字遠河、字大世

古及び、字堂山のうち町道堂山４４号線並びに町道堂山４

１号線以北の区域及び、字若園２２１２番地の３、２１９

２番地の区域とする。  

 
 

変更後  
 

会の区域は、三重県津市一志町波瀬字遠河、字大世古及び、

字堂山のうち市道堂山４４号線並びに市道堂山４１号線以

北の区域及び、字若園２２１２番地３、２１９２番地の区

域とする。  

 ⑵ 事務所の所在地  

変更前  三重県一志郡一志町大字波瀬２３２３番地の３  

変更後  三重県津市一志町波瀬２３２３番地３    

 ⑶ 代表者の住所  

変更前  三重県一志郡一志町大字波瀬３５５７番地    

変更後  三重県津市一志町波瀬３５５７番地     

３ 変更の理由及び年月日  
  地縁による団体の区域、事務所の所在地及び代表者の住所が、市町村合併

により平成１８年１月１日に表示変更になったため  
（平成１８年６月２日 掲示済）  



津市告示第２８４号  
 地方自治法 (昭和２２年法律第６７号 ) 第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年一志町告示第１３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。  
  平成１８年６月２日  
                      津市長 松 田 直 久  
１ 届出者  
  中村自治会  
  三重県津市一志町波瀬２０１９番地  
   代表者 青 木 敏 人  
２ 変更に係る事項  
 ⑴ 地縁による団体の区域  

変更前  

会の区域は、一志町大字波瀬字久保１９７２番地、字中村

１９８８番地から字中村２０７８番地、字十王寺２０９４

番地１から字十王寺２１００番地１、字十王寺２１７２番

地から字十王寺２１７７番地、字若園２１７８番地から字

若園２１９６番地、字若園２２２３番地、字堂山２２６６

番地から字堂山２２７４番地、字大世古２３４５番地から

字大世古２３６３番地１までとする。  
 
 
 
 

変更後  
 

会の区域は、津市一志町波瀬字久保１９７２番地、字中村

１９８８番地から字中村２０７８番地、字十王寺２０９４

番地１から字十王寺２１００番地１、字十王寺２１７２番

地から字十王寺２１７７番地、字若園２１７８番地から字

若園２１９６番地、字若園２２２３番地、字堂山２２６６

番地から字堂山２２７４番地、字大世古２３４５番地から

字大世古２３６３番地１までとする。  

 ⑵ 事務所の所在地  

変更前  一志町大字波瀬２０１９番地  
変更後  三重県津市一志町波瀬２０１９番地    

 ⑶ 代表者の住所  

変更前  三重県一志郡一志町大字波瀬２１７５番地３  

変更後  三重県津市一志町波瀬２１７５番地３  

３ 変更の理由及び年月日  
  地縁による団体の区域、事務所の所在地及び代表者の住所が、市町村合併

により平成１８年１月１日に表示変更になったため  
（平成１８年６月２日 掲示済）  

 



津市告示第２８５号  
 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４  
２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権  
で消除したので同条第４項の規定により公示する。  
  平成１８年６月２日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
１ 消除した住民票  

(1) 津市高野尾町３００６番地２７  榊  幸男（昭和９年１月２６日生）  
(2) 津市大門３１番３０号      落合 孝美（昭和３１年１月１４日生）  
(3) 津市神戸１８９３番地      中村 浩之（昭和４２年１０月２７日生） 
(4) 津市白塚町９３１番地１     藤村  茂（昭和３９年４月１２日生）  

２ 消除した年月日  
平成１８年６月２日  

（平成１８年６月２日 掲示済）  





津市告示第２８７号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年６月５日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅及び久居駅（放置禁止区域）  
２ 撤去した年月日 平成１８年６月５日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年６月５日 掲示済）  

 



津市告示第２８８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１８年津市告示第１５２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成１８年６月６日 

津市長 松 田 直 久   

１ 届出者 

  東千里自治会 

  三重県津市河芸町東千里 3058 番地 39 

   代表者 谷 口 光 順  

２ 変更に係る事項 

⑴ 代表者の住所氏名 

変更前 
三重県津市河芸町東千里 3058 番地 40 

後藤 伍男 

変更後 
三重県津市河芸町東千里 3058 番地 39 

谷口 光順 

３ 変更の理由 

総会による選出 

４ 変更年月日 

平成１８年４月１日 

（平成１８年６月６日 掲示済） 

 



津市告示第２８９号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年６月６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅及び久居駅（放置禁止区域）  
２ 撤去した年月日 平成１８年６月６日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年６月６日 掲示済）  

 



津市告示第２９０号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年６月７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 久居駅（放置禁止区域）  
２ 撤去した年月日 平成１８年６月７日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年６月７日 掲示済）  

 



津市告示第２９１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定に基

づき、津市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する事務を

次の規約により三重県に委託を行ったので、同条第３項の規定により告示する 。

 なお、本件委託事務については、別紙の三重県の関係条例等が本市に適用さ

れる旨を同規約附則第２項の規定に基づき、併せて告示する。 

 「別紙」は、省略し、当該条例等を津市市長公室人事課に備え置いて縦覧に

供する。 

   平成１８年６月８日 

 

                     津市長 松 田 直 久 

 

津市と三重県との間における議会の議員その他非常勤の職員の公 

務災害補償等に関する事務の委託に関する規約 

 （委託事務の範囲） 

第１条 津市 ( 以下「市」という。 ) は、議会の議員その他非常勤の職員の公 

 務災害補償等に関する事務のうち、次に掲げる事務 ( 以下「委託事務」とい 

 う。）の執行を三重県に委託する。 

 (1)  公務災害補償等認定委員会に関する事務 

 (2)  公務災害補償等審査会に関する事務 

 （執行の方法） 

第２条 前条に掲げる委託事務の執行については、議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例 ( 昭和４２年三重県条例第４３号 ) 、議

会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 ( 昭和

４３年三重県規則第９号 ) その他委託事務の執行に関する三重県の規程 ( 以

下「三重県条例等」という。 ) の定めるところによるものとする。 

 （経費の負担及び予算の執行） 

第３条 委託事務の執行に要する経費は、市の負担とし、市は、これを三重県

 に交付するものとする。 

２ 前項の経費の額及び交付の時期は、三重県知事が津市長（以下「市長」と

 いう。) と協議して定める。 

第４条 三重県知事は、その委託を受けた事務の執行に係る収入及び支出につ

 いては、三重県予算に計上し経理するものとする。 



２ 三重県知事は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６項

  の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に委託事務に関する収支

  の明細を市長に通知するものとする。 

 （連絡会議） 

第５条 委託事務の執行について連絡調整を図るため、必要があると認めると

 きは、三重県知事と市長は、連絡会議を開くことができる。 

 （条例等改正の場合の措置） 

第６条 三重県知事は、三重県条例等の全部又は一部の改正があった場合にお

 いては、直ちに当該三重県条例等を市長に通知しなければならない。 

２ 前項の規定による通知があったときは、市長は、直ちに当該三重県条例等

 （委託事務の執行に関する三重県の規程を除く。）を公表しなければならな

 い。 

附 則 

１ この規約は、告示の日から施行し、平成１８年１月１日から適用する。 

２ 市長は、この規約を告示する際、併せて三重県条例等が市に適用される旨

 及び三重県条例等（委託事務の執行に関する三重県の規程を除く。) を公表

 するものとする。 

３ 事務の委託の全部又は一部を廃止する場合においては、当該事務の委託の

 執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り精算するものとする。 

（平成１８年６月８日 掲示済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第２９２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１１年河芸町告示第１１４１号で認可した地縁による団体から告示さ

れた事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

  平成１８年６月８日 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 届出者 

  三行自治会 

  三重県津市河芸町三行 1223 番地 

   代表者 須 田 純 正 

２ 変更に係る事項 

⑴ 地縁による団体の区域 

変更前 会の区域は、三重県安芸郡河芸町大字三行の全域 

変更後 会の区域は、三重県津市河芸町三行の全域 

⑵ 事務所の所在地 

変更前 三重県安芸郡河芸町大字三行 1228 番地１ 

変更後 三重県津市河芸町三行 1228 番地 1 

⑶ 代表者の住所氏名 

変更前 
三重県安芸郡河芸町大字三行 1233 番地 

市川 澄生 

変更後 
三重県津市河芸町三行 1223 番地 

須田 純正 

３ 変更の理由 

地縁による団体の事務所の所在地及び区域が、市町村合併により平成１８

年１月１日に表示変更になったため 

４ 変更の年月日 

平成１８年５月６日 

（平成１８年６月８日 掲示済） 



津市告示第２９３号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年６月８日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅及び久居駅（放置禁止区域）  
２ 撤去した年月日 平成１８年６月８日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年６月８日 掲示済）  

 



津市告示第２９４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年白山町告示第７７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成１８年６月９日 

津市長 松 田 直 久   

１ 届出者 

  白山町垣内自治会 

  三重県津市白山町垣内６７５番地 

   代表者 天花寺  充 

２ 変更に係る事項 

変

更

前 

 

三重県一志郡白山町大字垣内６７５番地 

事務所の所在地 
変

更

後 

 

三重県津市白山町垣内６７５番地 

変

更

前 

 

三重県一志郡白山町大字垣内６７５番地 

 

 

代表者の住所 

変 

更

後 

 

三重県津市白山町垣内６７５番地 

 

変 

更

前 

 

三重県一志郡白山町大字垣内１番から９９８番

まで 地縁による団体 

の区域 変 

更

後 

 

三重県津市白山町垣内 1 番から９９８番まで 

３ 変更の年月日 

平成１８年１月１日 

４ 変更の理由 

  市町村合併による表示の変更                           

（平成１８年６月９日 掲示済） 



津市告示第２９５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年安濃町告示第２号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。  
  平成１８年６月９日  
 

津市長  松 田 直 久  
１ 届出者  
  井上区自治会  
  三重県津市安濃町川西 1446 番地  
   代表者 紀平武則  
２ 変更に係る事項  

(1) 地縁による団体の区域   

変更前  
安濃町大字川西 298 番地から 1536 番地までの区域。ただし

他の自治会に属する区域を除く。  

変更後  
安濃町川西 298 番地から 1536 番地までの区域。ただし他の

自治会に属する区域を除く。  

 
(2) 事務所の所在地  

変更前  三重県安芸郡安濃町大字川西字東出 1446 番地  

変更後  三重県津市安濃町川西 1446 番地  

 
３ 変更の年月日  
  平成１８年１月１日  
４ 変更の理由  
  市町村合併により住所の表示が変更になったため  

（平成１８年６月９日 掲示済）  

 
 



津市告示第２９６号  
 地方自治法 (昭和２２年法律第６７号 ) 第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成５年一志町告示第２０号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。  
  平成１８年６月９日  
                      津市長 松 田 直 久  
１ 届出者  
  高野区会  
  三重県津市一志町高野１１７０番地５  
   代表者 中 西 宣 夫  
２ 変更に係る事項  

⑴ 地縁による団体の区域  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更前  

区の区域は、一志郡一志町大字高野上ヶ土、字池辺、字池

の端、字岩坪、字稲葉、字内屋敷、字大垣内、字上出、字

川ノ上、字川原田、字垣外、字北浦、字北出、字北沖、字

北野、字北川原、字栗ノ木垣内、字柑子垣内、字小角、字

小牧、字小部所、字桟敷田、字下、字寺家、字清水田、字

下川原、字下出垣内、字洲合、字ぞうし田、字谷戸、字高

寺、字寺前、字道正、字西焼垣内、字西川原、字仁トウ、

字野末、字端山、字ハサマ、字東焼垣内、字ヒジノ、字藤

垣内、字前山、字宗垣内、字椋田、字屋敷田、字山神戸、

字横枕、字脇田、字赤坂１４９３番地４、１４９４番地１、

１４９６番地１、１４９７番地１、１４９７番地２、１４

９７番地４、１４９８番地、１４９８番地１、１４９８番

地３、１４９９番地１、１５０４番地１、１５０５番地２、

１５０６番地１、１５０７番地 1、１５２８番地、１５２

８番地１、１５２９番地１、１５２９番地３、１５３１番

地１～１５４４番地、字池ノ下２０２番地１、２０３番地

１、２０５番地１、２０６番地１、２０７番地、２０８番

地１、２０９番地、２１０番地２、２１３番地１、２１４

番地１、２１５番地１、２１５番地５、２１６番地２、２

１７番地１、２１８番地１、２１８番地２、２１８番地６、

２１８番地７、２１９番地１、２２０番地１、２２０番地

１３、字上野２６４３番地１、２６４３番地３、字上川原

２０２０番地４、２０２６番地１、２０２７番地２、２０

２８番地１、２０２９番地１、２０３０番地１、２０３２

番地１、２０３２番地３、２０３３番地１、２０３４番地

１～２０３４番地４、２０３５番地１～２０３５番地３、

２０３６番地、２０３７番地、２０３８番地１、２０３８  
番地８、２０３９番地１、２０４１番地１、２０４２番地、

２０４３番地２、２０４４番地１、２０４５番地、２１８  



  

２番地、２１８８番地１～２１８９番地４、字甲立１９０

５番地～１９１０番地１、１９１４番地１～１９１４番地

３、１９１５番地の 1、１９３６番地の 1、１９４２番地１、

１９４３番地 1、１９４４番地、１９４５番地、１９４６

番地 1、１９４７番地１、１９５４番地 1、１９５４番地の

４、１９５５番地 1、１９５５番地２、１９６４番地１０、

１９６４番地１１、１９６５番地 1、１９６５番地 5、１９

６５番地の６、字土穴１４７７番地 1、１４７８番地３、

１４７９番地 1、１４７９番地２、１４８０番地１、１４

８３番地１～１４８３番地６、１４８３番地１１、１４８

３番地３０、字百町１９８７番地１、１９８８番地１、字

森本１９１１番地、１９１１番地１、１９１２番地、１９

１３番地、１９１６番地～１９１９番地、字柳谷１５０９

番地２、１５０９番地８、１５０９番地９、１５１０番地

１、１５１１番地 1、１５１２番地１～１５１２番地５、

１５１３番地１、１５１４番地１、１５１４番地３、１５

１４番地４、１５１５番地１～１５２７番地、１５３０番

地１～１５３０番地１７、１９２０番地～１９３０番地３、

１９３２番地１、１９３２番地５、１９３２番地６、１９

３３番地１～１９３５番地、字西甲立１９８９番地１の区

域とする。  

変更後  

区の区域は、三重県津市一志町高野上ヶ土、字池辺、字池

の端、字岩坪、字稲葉、字内屋敷、字大垣内、字上出、字

川ノ上、字川原田、字垣外、字北浦、字北出、字北沖、字

北野、字北川原、字栗ノ木垣内、字柑子垣内、字小角、字

小牧、字小部所、字桟敷田、字下、字寺家、字清水田、字

下川原、字下出垣内、字洲合、字ぞうし田、字谷戸、字高

寺、字寺前、字道正、字西焼垣内、字西川原、字仁トウ、

字野末、字端山、字ハサマ、字東焼垣内、字ヒジノ、字藤

垣内、字前山、字宗垣内、字椋田、字屋敷田、字山神戸、

字横枕、字脇田、字赤坂１４９３番地４、１４９４番地１、

１４９６番地１、１４９７番地１、１４９７番地２、１４

９７番地４、１４９８番地、１４９８番地１、１４９８番

地３、１４９９番地１、１５０４番地１、１５０５番地２、

１５０６番地１、１５０７番地 1、１５２８番地、１５２  
８番地１、１５２９番地１、１５２９番地３、１５３１番  
地１～１５４４番地、字池ノ下２０２番地１、２０３番地  
１、２０５番地１、２０６番地１、２０７番地、２０８番  
地１、２０９番地、２１０番地２、２１３番地１、２１４  
番地１、２１５番地１、２１５番地５、２１６番地２、２  
１７番地１、２１８番地１、２１８番地２、２１８番地６、

２１８番地７、２１９番地１、２２０番地１、２２０番地  
１３、字上野２６４３番地１、２６４３番地３、字上川原  
２０２０番地４、２０２６番地１、２０２７番地２、２０  
２８番地１、２０２９番地１、２０３０番地１、２０３２  
番地１、２０３２番地３、２０３３番地１、２０３４番地

１～２０３４番地４、２０３５番地１～２０３５番地３、  
２０３６番地、２０３７番地、２０３８番地１、２０３８  



 

番地８、２０３９番地１、２０４１番地１、２０４２番地、

２０４３番地２、２０４４番地１、２０４５番地、２１８  
２番地、２１８８番地１～２１８９番地４、字甲立１９０

５番地～１９１０番地１、１９１４番地１～１９１４番地

３、１９１５番地 1、１９３６番地 1、１９４２番地１、１

９４３番地 1、１９４４番地、１９４５番地、１９４６番

地 1、１９４７番地１、１９５４番地 1、１９５４番地４、

１９５５番地 1、１９５５番地２、１９６４番地１０、１

９６４番地１１、１９６５番地 1、１９６５番地 5、１９６

５番地６、字土穴１４７７番地 1、１４７８番地３、１４

７９番地 1、１４７９番地２、１４８０番地１、１４８３

番地１～１４８３番地６、１４８３番地１１、１４８３番

地３０、字百町１９８７番地１、１９８８番地１、字森本

１９１１番地、１９１１番地１、１９１２番地、１９１３

番地、１９１６番地～１９１９番地、字柳谷１５０９番地

２、１５０９番地８、１５０９番地９、１５１０番地１、

１５１１番地 1、１５１２番地１～１５１２番地５、１５

１３番地１、１５１４番地１、１５１４番地３、１５１４

番地４、１５１５番地１～１５２７番地、１５３０番地１

～１５３０番地１７、１９２０番地～１９３０番地３、１

９３２番地１、１９３２番地５、１９３２番地６、１９３

３番地１～１９３５番地、字西甲立１９８９番地１の区域

とする。  

⑵ 事務所の所在地  

 変更前  三重県一志郡一志町大字高野１１９８番地の２  

変更後  三重県津市一志町高野１１７０番地５  

⑶ 代表者の氏名及び住所  

 変更前  中 西 義 弘  
三重県一志郡一志町大字高野９５０番地５  

 変更後  中 西 宣 夫    
三重県津市一志町高野１３２８番地１  

３ 変更の理由及び年月日  
  地縁による団体の区域が、市町村合併により平成１８年１月１日に表示変

更になったため。また、現状にそぐわなくなったため事務所の所在地の変更

及び代表者が平成１８年４月２９日定期総会において新任。  
（平成１８年６月９日 掲示済）  



津市告示第２９７号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成 6 年芸濃町告示第 35 号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。  
  平成１８年６月９日  

津市長 松 田 直 久   
１ 届出者  
  岡本区自治会  
  三重県津市芸濃町岡本 406 番地  
   代表者 岩 佐 俊 一  
２ 変更に係る事項  

⑴ 地縁による団体の区域  

変更前  
岡本区の区域は安芸郡芸濃町大字岡本一番地から一六四五番

地とする。  

変更後  
岡本区の区域は三重県津市芸濃町岡本 1 番地から 1645 番地

とする。  

⑵ 事務所の所在地  

変更前  三重県安芸郡芸濃町大字岡本 406 番地  

変更後  三重県津市芸濃町岡本 406 番地  

⑶ 代表者の住所  

変更前  
三重県安芸郡芸濃町大字岡本 406 番地  
   岩 佐 俊 一  

変更後  
三重県津市芸濃町岡本 406 番地  
   岩 佐 俊 一  

３ 変更の理由及び年月日  
地縁による団体の事務所の所在地及び区域が、市町村合併により平成１８

年１月１日に表示変更になったため  
  代表者の氏名及び住所は平成 18 年 5 月 20 日に定期総会において再任  

（平成１８年６月９日 掲示済）  

 



津市告示第２９８号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年６月９日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅（放置禁止区域）  
２ 撤去した年月日 平成１８年６月９日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年６月９日 掲示済）  

 



津市告示第２９９号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年６月１２日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅及び久居駅（放置禁止区域）  
２ 撤去した年月日 平成１８年６月１２日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年６月１２日 掲示済）  

 



津市告示第３００号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年６月１３日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、久居駅（放置禁止区域）及びアスト公共  
            自転車等駐車場  
２ 撤去した年月日 平成１８年６月１３日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年６月１３日 掲示済）  

 













津市告示第３０２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年６月１４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅（放置禁止区域）、永井病院前及び  
            津駅西第一公共自転車等駐車場  
２ 撤去した年月日 平成１８年６月１４日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年６月１４日 掲示済）  

 



津市告示第３０４号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年６月１５日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅（放置禁止区域）、江戸橋駅前公共自転車等駐車  
            場                           
２ 撤去した年月日 平成１８年６月１５日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年６月１５日 掲示済）  

 



津市公告第５６号  
 津市農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法

律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１２条

第１項の規定により、次のとおり公告する。  
  平成１８年６月８日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
１ 変更の内容  
  農地から農業用施設用地への変更  
２ 変更場所  

土 地 の 所 在  用 途 区 分  

大 字  字  地 番  
面 積  

変更前  変更後  

大里山室町  西川原  ３６２８番 ４２５㎡  
うち２５㎡  

農地  農業用施

設用地  

戸木町  高川原   ８９２番 １，５４３㎡  
うち１８４㎡  

農地  農業用施

設用地  

（平成１８年６月８日 掲示済）  

 



津市公告第５７号  
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、次のように津市農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規

定により公告する。  
  平成１８年６月９日  

 
                      津市長 松 田 直 久 

 
（  「次のように」は省略し、その関係書類を津市農林水産部農林水産課に備え

置いて縦覧に供する。  ）  
（平成１８年６月９日 掲示済）  



津市公告第５８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年６月１５日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年６月１３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市戸木町南羽野５６２５－２４ほか５１１筆（第１工区） 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市大倉１９－１ 

  日の出開発株式会社 

  代表取締役 田村 憲司 

（平成１８年６月１５日 掲示済） 



津市公告第５９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年６月１５日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年６月１３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市住吉町８１３ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市中河原５１１ 

  浅生 昇 

（平成１８年６月１５日 掲示済） 



津市選挙管理委員会告示６３号 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第４条第１

項及び第４条の２第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の

数、同法第４条第１１項及び第４条の２第１５項の規定による選挙権を有する

者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者

の総数の３分の１の数を次のとおり告示する。 
  平成１８年６月２日 
 
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎 
 
 １ ５０分の１の数    ４,６１２人 
 
 ２ ６分の１の数   ３８,４３１人 
 
 ３ ３分の１の数   ７６,８６１人 

（平成１８年６月２日 掲示済） 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示６４号 
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１１の規定により、在

外選挙人名簿から抹消する理由が生じた者を次のとおり在外選挙人名簿から抹

消する。 
  平成１８年６月２日 
 
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎 
 
 １ 抹 消 者 数 
              男     女     計 
             １人    ０人    １人 
 
 ２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管 
 
 ３ 抹 消 し た 年 月 日  平成１８年６月２日 

（平成１８年６月２日 掲示済） 
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